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前
漢
後
竿
期
の
外
戚
と
官
僚
機
構

藤

田

τ会・
I司

夫

は

じ

め

に

一

内

朝

の

諸

官

ω
加
官
と
そ
の
性
格

ω
武
帯
一
期
の
内
朝
と
渥
氏
政
権

二

内

朝

と

外

戚

三
前
淡
後
半
期
の
官
僚
機
構
と
外
戚
の
輔
政

む
す
び
に
か
え
て

-160ー

t主

じ

め

間
漢
の
政
治
史
を
一
見
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
漢
代
ほ
ど
外
戚
の
権
力
が
強
か
っ
た
時
代
は
な
い
。
幾
度
も
外
戚
政
権
が
立
ち
現
わ
れ
て

は
「
専
権
」
を
は
た
ら
き
諒
滅
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

か
か
る
外
戚
政
権
は
、

「
専
権
」

「
外
戚
の
禍
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
皇
帝
支
配
鐙
制
の
中
で
否
定
的
に
評
債
さ
れ
て
き
た
。

生E

論
、
外
戚
が
結
局
は
皇
帝

一
元
支
配
と
相
容
れ
ぬ
面
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
訣
滅
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
外
戚
が
政
治

に
開
興
す
る
こ
と
の
危
険
性
は
漢
代
人
に
も
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
戚
政
権
は
連
績
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
は
「
外

か
か
る
現
象
は
、
も
は
や
外
戚
政
権
の
成
立
を
単
に
そ
の
権
勢
欲
・
栄
達
欲
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

戚
の
柄
」
を
く
り
か
え
す
。



逆
に
漢
代
の
皇
帝
支
配
健
制
の
内
部
に
、
外
戚
の
政
治
閥
輿
を
必
然
的
に
招
来
す
る
要
因
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
親
角
が
可
能
に

な
る
。
そ
し
て
そ
の
要
因
の
解
明
は
、
ひ
い
て
は
漢
代
の
皇
帝
支
配
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
の
一
端
緒
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

漢
代
の
外
戚
に
閲
し
て
は
、
東
菅
次
氏
に

一
連
の
論
考
が
あ
る
。
氏
の
考
察
は
後
漢
に
閲
す
る
も
の
が
多
い
が
、
後
漢
初
期
の
外
戚
専
権
が

見
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
に
す
で
に
皇
帝
支
配
と
は
別
の
次
元
で
外
戚
を
中
核
と
す
る
勢
力
が
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
(
東
三
、
さ
ら

に
、
後
漢
中
期
の
賓
氏
(
東
b
〉
・
鄭
氏
(
東
C

〉
に
つ
い
て
の
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
で
は
嘗
時
の
官
界
に
お
け
る
地
方
の
比
重
差
に
外
戚
政
権
の

要
因
を
見
ょ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
氏
は
「
貴
戚
政
」
な
る
概
念
を
提
唱
し
、
前
漢
の
霊
氏
政
権
以
降
の
政
治
史
は
皇
帝
制
と
「
貴
戚
政
L

と
の

相
互
的
あ
る
い
は
相
克
的
な
閲
係
を
主
動
因
と
し
て
展
開
す
る
と
い
う
展
望
を
一
が
さ
れ
た
(
東

dv

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
氏
の
外
戚
論
は
、
考
察
の
劃
象
が
後
漢
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
後
漢

の
政
治
史
上
に
お
け
る
外
戚
政
権
の
性
格
を
前
漢
ま
で
援
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
窺
え
、

「
貴
戚
政
」
と
い
う
概
念
も
、
後
の
貴
族
制

一 161ー

を
強
く
意
識
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
漢
代
(
特
に
前
漢
〉
の
外
戚
政
権
を
漢
代
濁
自
の
政
治
構
造
の
中
で
把
握
す
る
と
い
う
黙
で
は
い

ま
だ
一不
満
の
残
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
外
戚
が
皇
帝
支
配
鐙
制
内
で
果
し
た
役
割
を
解
明
す
る
た
め
に
、
考
察
の
時
期
を
ひ
と
ま
ず
前
漢
後
牢
に
限
定
す
る
。

(

2

)

 

こ
れ
は
前
漢
前
半
の
外
戚
の
活
動
が
個
人
、と
し
て
の
そ
れ
に
と
ど
ま
る
の
に
封
し
、
後
牢
に
至
っ
て
族
的
置
が
り
を
持
っ
た
集
固
と
し
て
活
動

し
始
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
分
析
の
封
象
と
し
て
こ
の
時
代
の
政
治
構
造
上
額
著
な
存
在
で
あ
る
内
朝
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
外
戚
の

族
的
度
が
り
の
官
僚
機
構
内
に
お
け
る
場
が
内
朝
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

3

)

 

と
こ
ろ
で
、
漢
代
の
内
朝
の
問
題
は
、
す
で
に
漢
代
史
の
常
識
と
な
っ
た
翻
が
あ
る
ほ
ど
に
研
究
蓄
積
の
あ
る
分
野
で
あ
り
、
務
幹
氏
の
先

(

4

)

(

5

)
 

騒
的
研
究
以
来
、
増
淵
龍
夫
氏
・
西
嶋
定
生
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
内
靭
の
出
現
が
前
漢
政
治
構
造
上
の
一
大
慶
化
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説

(
6
)
 

化
し
て
い
る
。
東
氏
の
外
戚
論
も
前
漢
に
闘
し
て
は
西
嶋
氏
の
塞
氏
政
権
の
分
析
に
全
面
的
に
依
接
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
富
田

(
7〉

健
之
氏
が
再
び
内
朝
を
取
り
上
げ
て
定
説
へ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
震
氏
政
権
を
念
頭
に
お
い
た
従
来
の
内
朝
理
解
で
は
、
外

801 
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戚
政
権
が
嘗
一
該
時
期
の
政
治
構
造
の
中
で
捨
っ
た
機
能
を
解
明
す
る
上
で
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
ま
ず
内
朝
を
取
り
上
げ

て
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

内

朝

の

諸

官

今
日
「
内
朝
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
が
、
史
料
上
に
は
む
し
ろ
「
中
朝
」
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
の
方
が
多
い
。

ou 
え

tま

「中
朝
者
」
(『
漢
書
』
各
八
三
・
朱
博
停
、
以
下
『
漢
書
』
か
ら
の
引
用
は
巻
数
と
列
俸
名
な
ど
を
察
げ
る
に
と
ど
め
る
〉
、

「
将
軍
中
朝
臣
L

(
巻
八

六
・
師
丹
俸
)
、

「
中
朝
二
千
石
」
(巻
六
六
・
楊
倣
俸
)
と
い
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
中
朝
、が
如
何
な
る
範
圏
を
指
し
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を

有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
(
以
下
、
百
官
表
と
略
記
〉

に
も
『
績
漢
書
』
百
官
志
(
以
下
、
百
官
志
と

略
記
〉
に
も
こ
れ
を
直
裁
に
述
べ
た
記
事
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、

従
来
か
ら
の
研
究
は
、

巻
七
七
・
劉
輔
俸
に
見
ら
れ
る
孟
康
の
次
の
よ
う
な

-162ー

注
が
出
護
黙
と
な
っ
て
き
た
。

中
朝
は
内
朝
な
り
。
大
司
馬
・
左
右
前
後
将
軍

・
侍
中
・
常
侍
・
散
騎
・
諸
吏
を
中
朝
と
震
し
、
丞
相
以
下
六
百
石
に
至
る
を
外
朝
と
魚

す
な
り
。

「
中
朝
」
が
丞
相
以
下
の
官
僚
機
構
、
す
な
わ
ち
外
朝
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
中
朝
」
に
含

ま
れ
る
官
を
列
拳
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
孟
康
の
注
が
十
全
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
孟
康
の
注
は
、
劉
輔

こ
こ
で
孟
康
は

俸
中
の
「
是
に
於
て
中
朝
の
左
持
軍
辛
慶
忌

・
右
持
軍
廉
襲

・
光
雄
動
師
丹
・
太
中
大
夫
谷
永
倶
に
上
書
し
て
目
く
:
:
:
」
と
い
う
部
分
に
針

し
て
興
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
左
右
将
軍
で
あ
る
辛
慶
忌

・
廉
褒
は
い
ま
措
く
と
し
て
、
光
椋
動

・
太
中
大
夫
は
い
ず
れ
も
孟
康
の
「
中

(

8

)

 

と
述
べ
、

銭
大
析
も

(

9

)

 

「
太
中
大
夫
谷
永
も
亦
た
給
事
中
を
以
て
の
故
に
朝
者
の
列
に
興
か
る
を
得
た
れ
ば
、
則
ち
給
事
中
も
亦
た
中
朝
官
な
り
。
」
と
論
じ
て
い
る
よ

う
に
、
師
丹
・
谷
永
が

「中
朝
」
の
臣
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
本
官
の
故
で
は
な
く
給
事
中
な
ど
を
粂
領
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

こ
の
黙
に
閲
し
て
は
劉
奉
世
が

「
蓋
し
時
に
給
事
中
・
侍
中
・
諸
吏
の
類
と
震
る
」

朝
」
に
含
ま
れ
る
官
で
は
な
い
。



〈

m〉

る。
'
事
賀
、
こ
の
雨
者
は
侍
中
・
給
事
中
を
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
孟
康
の
拳
げ
た
侍
中
以
下
の
官
は
い
ず
れ
も
加
官
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

侍
中
・
左
右
曹
・
諸
吏
・
散
騎
・
中
常
侍
は
皆
な
加
官
な
り
。
加
う
る
所
或
い
は
列
侯
・
将
軍
・
卿
大
夫
・
賂
・
都
尉
・
尚
書
・
太
醤
・

太
官
令
よ
り
郎
中
に
至
る
。
員
亡
く
、
多
き
は
数
十
人
に
至
る
。
侍
中
・
中
常
侍
は
禁
中
に
入
る
を
得
、
諸
曹
は
尚
書
の
事
を
受
け
、
諸

吏

は

拳

法

を

得

、

散

騎

は

騎

し

て

乗

興

事

に

並

ぶ

。

給

事

中

も

亦

た

加

官

、

顧

問

慮

封

を

掌

り
、
位
、
中
常
侍
に
次
ぐ
。

加
う
る
所
或
い
は
大
夫
・
博
士
・
議
郎
、

(
百
官
表
〉

加
官
と
い
う
貼
を
中
朝
官
の
一
つ
の
共
遁
項
と
す
る
な
ら
ば
、
孟
康
の
奉
げ
た
官
に
諸
曹
(
左
右
曹
に
同
じ
)
と
給
事
中
を
追
加
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
孟
康
は
中
朝
官
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
加
官
群
の
他
に
、
大
司
馬
と
左
右
前
後
将
軍
を
由
挙
げ
て
い
た
。
大
司
馬
は
前
漢
に
お
い

て
、
緩
和
元
年
(
前
八
)
か
ら
建
卒
二
年
(
前
五
)
の
聞
と
元
寄
二
年
(
前
一
)
以
降
の
短
期
聞
を
除
い
て
、

(
日
)

終
軍
挽
に
冠
さ
れ
る
官
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
孟
康
は
中
朝
官
と
し
て
の
賂
軍
と
加
官
と
の
二
つ
の
範
腐
を
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

兵
権
を
握
る
賂
軍
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
侍
中
以
下
の
加
官
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

必
ず
大
将
軍
・
車
騎
防
府
軍
な
ど
の

-163ー

)
 

1
ム(
 
加
官
と
そ
の
性
格

侍
中
が
禁
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
官
で
あ
る
こ
と
は
、
百
官
表
に
見
ら
れ
た
が
、
官
官
の
ご
と
く
禁
中
に
止
ま
り
得
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
百
官
志
・
侍
中
の
篠
に
察
質
の
漢
儀
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

叉
た
侍
中
は
奮
と
中
官
と
倶
に
禁
中
に
止
ま
る
。
武
帝
の
時
、
侍
中
葬
何
羅
刀
を
挟
み
謀
逆
す
。
是
よ
り
侍
中
禁
外
に
出
で
、
事
有
れ
ば

乃
ち
入
り
、
畢
わ
れ
ば
即
ち
出
づ
。
王
葬
政
を
乗
る
や
、
侍
中
復
た
入
り
て
中
官
と
共
に
止
ま
る
。
章
一帝
の
元
和
中
、
侍
中
郭
奉
後
宮
と

803 

通
刊
し
、
細
川
万
を
抜
き
上
を
驚
か
し
む
。
事
款
に
伏
し
、
侍
中
是
よ
り
復
た
外
に
出
づ
。
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葬
何
羅
の
事
件
は
武
一
帝
紀
に
よ
れ
ば
後
元
元
年
(
前
八
八
)
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
武
一
帝
の
末
年
か
ら
王
奔
に
至
る
ま
で
、
侍
中
は
禁
中
に
止
ま

り
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
記
事
に
も
見
え
る
よ
う
に
、

(
ロ
)

史
丹
が
元
一
帝
の
臥
内
に
入
っ
た
例
か
ら
確
認
し
う
る
。
ま
た
侍
中
を
加
官
さ
れ
た
も
の
は
外
戚
・
功
臣
の
子
弟
な
ど
皇
帝
と
き
わ
め
て
近
い
閲

「
有
事
乃
入
」
の
権
限
は
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
侍
中

係
に
あ
っ
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
「
出
禁
外
」
も

一
時
的
な
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
も
残
る
。

(

臼

)

「
左
右
の
近
臣
」
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

侍
中
は

「
入
り
て
天
子
に
侍
す
・
」

こ
の
よ
う
に
側
近
官
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
有
す
る
侍
中
に
は
、

ま
た
別
の
権
限
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
太
卒
御
覧
』
巻
一
一
一
九

職
官
部
一
七

・
侍
中
の
篠
に
引
く
『
漢
奮
儀
』
に
は

侍
中
、
員
無
し
。
或
い
は
列
侯
・
将
軍

・
衛
尉

・
光
旅
大
夫
之
と
箆
る
。
非
法
を
禦
ぐ
る
を
得
。

と
見
え
、

「
穆
非
法
」
と
い
う
弾
劾
権
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
百
官
表
で
は
「
諸
吏
得
奉
法
」
と
し
て
、
こ
れ

を
諸
吏
の
擢
限
と
解
し
て
い
る
酷
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と

「
事
非
法
」

「
事
法
」
の
権
限
は
、
侍
中
・
諸
吏
と
も
に
保
持
し
て
い
た
の
で
あ

-164ー

り
、
い
ず
れ
か
が
排
他
的
に
有
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
諸
吏
に
つ
い
て
、
鹿
酌
は

百
官
表
、
諸
吏
は
法
を
事
げ
劾
を
案
ず
る
を
得
。
職
は
御
史
中
丞
の
如
し
。
武
一
帝
初
め
て
置
く
。
皆
な
粂
官
に
し
て
、
加
う
る
所
或
い
は

列
侯
・
将
軍

・
卿
大
夫
之
と
震
る
。
員
無
き
な
り
。

(
成
脅
紀
・
建
始
元
年
傑
注
〉

;
、
、

1
J

旬、、
u
-
u

「
準
法
」
の
権
限
が

「
公
卿
の
奏
事
を
受
け
、
劾
を
挙
げ
一
章
を
按
ず
る
(
百
官
表
)
」
御
史
中
丞
の
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
す

る
か
か
る
職
掌
の
重
複
現
象
は
、
弾
劾
櫨
の
み
に
止
ま
ら
な
い
。
上
奏
の
取
り
次
ぎ
に
閲
し
て
百
官
表
で
は
「
諸
曹
受
向
書
事
」
と
あ
り
、
も

つ
ば
ら
諸
曹
の
職
掌
と
す
る
が
、
百
官
表
の
加
官
を
列
察
し
た
部
分
に
引
く
菅
灼
の
注
に
は

漢
儀
注
、
諸
吏
・
給
事
中
は
日
に
上
り
て
朝
謁
し
、
向
室
百
奏
事
を
卒
し
、
分
か
ち
て
左
右
曹
と
帰
す
。

と
あ
り
、
諸
吏
・
給
事
中
が
上
奏
停
遠
に
開
興
し
た
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
に
は
若
干
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
初
皐
記
』
巻
一



日
上
朝
謁
、
卒
尚
書
奏
事
」
あ
る
い
は
「
諸
給
事
中
、
日

(
M〉

上
朝
謁
、
卒
向
書
奏
事
、
分
魚
左
右
曹
」
な
ど
に
作
り
、
も
っ
ぱ
ら
給
事
中
の
説
明
と
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。
菅
灼
注
の
「
諸
吏
」
が
桁
字
な

の
か
、
あ
る
い
は
「
諸
曹
」
の
誤
り
な
の
か
、
に
わ
か
に
は
断
定
し
が
た
い
が
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

元
帝
崩
じ
、
成
帝
位
に
即
く
。
:
:
:
(
張
扇
を
〉
拝
し
て
諸
吏
・
光
融
大
夫
・
秩
中
二
千
石
・
給
事
中
と
矯
し
、
向
書
の
事
を
領
せ
し

一、

『
通
典
』
巻
二
て

『
太
卒
御
賢
』
巻
一
一
一
一
一
は
同
文
を
引
い
て
「
給
事
中
、

む

(
巻
八
一
・
張
扇
俸
〉

数
年
に
し
て
(
孔
光
)
諸
吏
・
光
旅
大
夫
・
秩
中
二
千
石
・
結
事
中
に
遷
り
、
黄
金
百
斤
を
賜
わ
り
、
尚
書
の
事
を
領
す
。

(
各
八
一
・
孔

光
停
)

い
ず
れ
も
、
諸
吏
・
給
事
中
を
加
官
さ
れ
た
も
の
が
尚
書
の
事
を
領
し
て
い
る
。
ま
た
、
宣
一
帝
即
位
時
に
「
卒
尚
書
事
」
と
な
っ
た
子
定
園
の

本
官
は
光
線
大
夫
で
あ
る
が
、
こ
の
光
乱
脈
大
夫
は
給
事
中
を
加
官
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
く
、
予
定
園
に
も
給
事
中
が
加
え
ら
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
(
巻
七
一
・
子
定
闘
停
〉
。
さ
ら
に
、
侍
中
・
中
常
侍
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

是
の
時
、
上
?
成
帝
)
-初
め
て
即
位
し
、
謙
譲
し
て
政
を
元
男
大
賂
軍
王
鳳
に
委
ぬ
。

議
者
多
く
鷲
に
径
を
蹄
す
。
(
谷
)
永
、
鳳
の
方

に
柄
用
せ
ら
る
る
を
知
り
、
陰
か
に
自
ら
託
せ
ん
と
欲
し
、
乃
ち
復
た
日
く
、

:
:
:
語
、
露
わ
す
べ
か
ら
ず
。
願
わ
く
は
具
さ
に
言
う
所

を
書
し
、
侍
中
に
因
り
て
陛
下
に
奏
し
、
以
て
腹
心
の
大
臣
に
示
さ
れ
よ
、
と
。

(
巻
八
五
・

谷
永
停
)

舎
ま
息
夫
射
・
孫
寵
等
、
中
常
侍
宋
弘
に
因
り
て
上
書
し
て
、
東
卒
王
雲
の
祝
誼
を
言
う
。
〈
各
八
六
・
王
嘉
停
)

こ
の
二
例
は
、
'
職
掌
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
が
、
侍
中
・
中
常
侍
が
上
奏
の
取
り
次
ぎ
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

-165ー

こ
の
よ
う
に
、
上
奏
停
達
に
は
、
百
官
表
の
い
う
諸
曹
の
み
な
ら
ず
、
他
の
加
官
も
開
興
し
え
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
百
官
表
は
、
加
官

の
職
掌
を
整
然
と
分
別
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
さ
き
の
弾
劾
権
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
現
寅
に
は
加
官
の
職
掌
は
百
官
表
の
ご
と
く
分
化

し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

805 

次
に
、
こ
う
し
た
加
官
と
皇
帝
と
の
親
近
性
を
見
て
お
こ
う。

禁
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
侍
中
・
中
常
侍
が
側
近
官
で
あ
る
こ
と
は
賛
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言
を
要
し
な
い
し
、
顧
問
謄
封
を
掌
る
給
事
中
も
同
様
で
あ
る
。
給
事
中
を
加
官
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
本
官
と
し
て
光
旅
大
夫

・
太
中
大

夫

・
諌
大
夫
な
ど
論
議
を
掌
る
官
を
有
し
て
い
た
も
の
が
匪
倒
的
に
多
く
、
か
か
る
有
能
な
官
僚
を
抜
擢
し
て
皇
帝
一
に
近
侍
さ
せ
る
と
い
う
意

園
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

諸
吏
に
つ
い
て
は
、
巻
六
六
・
楊
偉
俸
に

僚
、
幸
い
に
も
九
卿
諸
吏
・
宿
衛
近
臣
に
列
し
、
上
の
信
任
す
る
所
に
し
て
政
事
に
興
聞
す
る
を
得
た
り
。

(

お

〉

と
あ
り
、
皇
一一
帝
と
の
親
近
性
を
誼
し
う
る
。
左
右
曹
に
つ
い
て
は
、
『
漢
奮
儀
』
に
「
左
曹
、
日
上
朝
謁
、
秩
中
二
千
石
」

(
時
〉

謁
、
秩
中
二
千
石
」
の
二
僚
が
見
え
る
の
み
だ
が
、
同
じ
く
『
漢
奮
儀
』
に

「
右
曹
、

日
上
朝

五
官
(
中
郎
賂
〉
は
光
旅
動
に
属
す
e

上
り
て
朝
謁
す
る
を
得
ず
。
左
右
曹
・
諸
吏
を
粂
ぬ
れ
ば
、
上
り
て
朝
謁
す
る
を
得
。

と
あ
っ
て
、
左
右
曹
・
諸
吏
を
加
官
さ
れ
て
は
じ
め
て
朝
謁
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
朝
謁
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
難
い

が
、
こ
れ
が
一
種
の
特
櫛
俗
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
皇
帝
と
の
親
近
性
を
窺
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
最
後
に
散
騎
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ

は
加
官
中
最
も
そ
の
具
鰻
像
を
把
握
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
百
官
表
が
「
騎
並
乗
輿
車
」
と
述
べ
る
散
騎
に
つ
い
て
顔
師
古
は
「
騎
し
て
散
従

-166-

『
太
卒
御
覧
』
巻
二
二
四
職
官
部
二
二
・
散
騎
常
侍
の
候
所
引
の
『
漢
官
儀
』
も
「
散
騎
は
馬
に
騎
し
て
乗
輿
車

に
並
び
、
可
を
献
じ
否
を
替
う
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も
皇
帝
一
行
幸
の
際
に
は
騎
乗
し
て
近
侍
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
乗
輿
草
に

随
従
し
た
こ
と
か
ら
重
用
さ
れ
る
機
舎
を
得
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、
次
第
に
顕
官
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
し
う
る
が
、
行
幸
で
の

近
侍
以
外
に
散
騎
た
る
こ
と
が
如
何
な
る
一
意
一
味
を
持
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

し
、
常
職
無
し
」
と
注
し
、

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
加
官
は
重
複
し
て
付
興
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
重
複
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
加
官
を
次
の
二
群
に
分
け
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

A 

侍
中
・
中
常
侍
・
給
事
中

諸
曹
・
諸
吏
・
散
騎

B 



'塁大第号、

A
群
の
官
と
B
群
の
官
と
が
重
複
し
て
加
え
ら
れ
る
例
は
「
諸
曹
・
侍
中
」
(
巻
六
八
・
窪
光
俸
〉
、

「
諸
吏
・
光
旅
大
夫
・
給
事
中
」
(
各
八
一
・
張
百
円
停
)
、

「
光
旅
大
夫
・
左
曹
・
給
事
中
」
(
巻
四
五
・

書
』
中
に
頻
見
す
る
。

「
散
騎
・
諌
大
夫
・
給
事
中
」
(
重
三
ハ
・
楚
元
王
俸
附
劉
向
俸
)
な
ど
、

ま
た
B
群
の
中
で
相
互
に
重
複
し
て
興
え
ら
れ
る
例
も
「
諸
吏
・
左
曹
・
光
禄
大
夫
」

漢

(
百
官
表
・
建
始
三
年
の
篠
〉
、

(
巻
七
了
卒
嘗
俸
)
な
ど
、
若
干
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

A
群
の
侍
中
・
中
常
侍
・
給
事
中
が
重
複
す
る
例
は

一
例
も
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
ら
A
群
の
官
が
す
べ
て
皇
帝
の
左
右
に
侍
り
、
顧
問
雁
割
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

A
群
の
官
を
重
複

「
光
緑
大
夫
・
諸
吏
・
散
騎
」

し
て
授
け
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

の
側
近
の
侍
臣
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
り
、

同
時
に
か
か
る
加
官
の
重
複
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
次
の
よ
う
な
推
論
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
加
官
を
付
興
す
る
目
的
は
第
一
に
A
群

B
群
の
官
を
付
興
す
る
こ
と
と
は
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
差
異
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
れ
ば
、

A
群
と
B
群
と
の
重
複
し
た
付
興
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
加
官
の
職
掌
の
重
複
と
も
関
連
す
る

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

A
群
の
近
侍
の
官
に
、

「
奉
法
」

「
受
向
書
事
」
と
い
う
職
能
を
も
っ
(
百
官
表
の
記
述
)
B
群
の
官
が
重
複
し
て
輿
え
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ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
職
能
が
A
群
に
属
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
に
い
た
り
、
結
果
的
に
加
官
の
職
掌
の
未
分
化
と
し
て
史
料

上
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
勲
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
加
官
群
に
お
い
て
相
互
の
統
属
閲
係
を
窺
わ
せ
る
記

事
は
見
出
し
難
い
と
い
う
黙
で
あ
る
。
百
官
表
に
は
「
給
事
中
も
亦
た
加
官
、
:
:
:
位
、
中
常
侍
に
次
ぐ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

班
序
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
中
常
侍
が
給
事
中
を
配
下
に
従
え
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
先
の

A
群
・

B
群
の
分
類
も
、
皇
帝
一
と

の
親
近
性
の
差
異
で
は
あ
り
え
て
も
統
属
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
加
官
群
は
職
掌
未
分
化
の
ま
ま
相
互
に
統
属
関

係
を
持
た
ず
に
皇
帝
に
近
侍
し
た
側
近
官
僚
集
固
と
規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
側
近
官
の
性
格
は
、
そ
の
成
立
期
に
お
い
て
す
で
に
匪

胎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
よ
う
。

807 
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(2) 

武
一
帝
期
の
内
朝
と
富
氏
政
権

銭
大
析
は
前
漢
に
お
け
る
中
朝
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

:
・
然
れ
ど
も
、
中
外
朝
の
分
、

漢
初
蓋
し
未
だ
之
有
ら
ず
。
武
者
始
め
て
巌
助
・
主
父
僅
の
輩
を
以
て
、
直
に
入
り
明
を
受
け
、
謀
議

に
興
参
せ
し
む
れ
ど
も
、

其
の
秩
向
お
卑
し
。

衛
青
・
富
去
病
、

貴
幸
せ
ら
る
と
雄
も
、

亦
た
未
だ
丞
相

・
御
史
の
職
事
を
干
さ
ず
e

昭

・
宣
の
世
に
至
り
、
大
将
軍
の
権
、
中
外
を
品
兼
ね
、
叉
た
前
後
左
右
将
軍
を
置
き
、
内
朝
に
在
り
て
政
事
に
輿
聞
し
、
而
し
て
庶
僚
よ

り
侍
中
・
給
事
を
加
う
る
者
、
皆
な
自
ら
託
し
て
腹
心
の
臣
と
魚
せ
り
。
此
れ
西
京
朝
局
の
饗
、
史
家
未
だ
之
を
明
言
せ
ざ
る
も
、
讃
者

(
口
〉

推
験
し
て
得
べ
き
な
り
。

銀
大
析
は
中
朝
の
成
立
を
「
昭

・
宣
の
世
」
す
な
わ
ち
震
氏
政
権
出
現
以
降
と
考
え
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
の
蔚
芽
が
武
一
帝
期
に
あ
る
こ
と
を
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指
摘
し
て
い
る
。

(
時
)

武一帝一
期
に
出
現
し
た
側
近
官
僚
群
に
つ
い
て
は
、
富
田
健
之
氏
に
す
で
に
等
論
が
あ
る
。
富
田
氏
の
理
解
は
お
お
よ
そ
以
下
の
様
で
あ
る
。

巌
助

・
主
父
僅
ら
は
、
武
一
帝一
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
侍
中

・
給
事
中
を
加
え
ら
れ
て
側
近
官
僚
群
を
形
成
し
た
。
さ
ら
に
武
一
帝一

は
彼
ら
を
公
卿
と
の
揖
論
の
場
に
、迭
り
、込
ん
で
武
一
帝
の
意
志
に
反
す
る
立
場
を
と
る
も
の
を
論
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
意
志
の
貫
徹

(

四

)

を
は
か
っ
た
、
と
。
氏
の
理
解
は
、
武
一
帝
期
に
加
官
を
付
興
す
る
こ
と
で
創
出
さ
れ
た
側
近
官
の
機
能
と
そ
の
一
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
、
こ
れ
ら
側
、近
官
が
「
皇
帝
と
の
人
格
的
結
合
関
係
に
よ
っ
て
皇
帝
一
に
近
侍
」
す
る
と
い
う
指
摘
も
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
合
致
し
、

か
か
る
側
近
官
僚
群
の
性
格
は
、
武
一
帝
死
後
も
質
化
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

武
一
帝
期
に
闘
し
て
は
附
け
加
え
る
べ
き
貼
は
な
い
。

し
か
し
、

相
互
に
統
属
関
係
を
持
た
ぬ
ま
ま
、
武
一帝一
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
た
側
近
官
僚
群
は
、
武
一菅一
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
結
節

黙
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
次
に
立
ち
現
わ
れ
る
霊
氏
政
権
に
謝
す
る
理
解
と
た
だ
ち
に
関
連
す
る
。

武
一帝
一
の
遺
詔
に
よ
っ
て
上
官
梨
・
金
日
碑
ら
と
と
も
に
後
事
を
託
さ
れ
た
霊
光
は
、
金
日
確
死
後
、
燕
王
互
の
謀
反
に
よ
っ
て
桑
弘
羊
・
上



官
築
が
訣
殺
さ
れ
る
と
、
内
外
の
権
力
を
手
中
に
し
て
、

た
。
塞
氏
の
権
力
は
、
昭
一
帝
死
後
に
後
嗣
と
し
て
迎
立
さ
れ
た
昌
邑
王
賀
を
、
品
行
修
ま
ら
ざ
る
を
以
て
腰
位
し
う
る
ほ
ど
紐
大
な
も
の
で
あ

(

初

〉

り
、
こ
の
聞
の
事
情
は
、
西
嶋
定
生
氏
が
す
で
に
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
政
事
は
萱
に
光
に
決
す
」
る
(
巻
六
八
・

塞
光
俸
)
強
大
な
塞
氏
政
擢
が
出
現
し

(
氾
)

か
か
る
震
氏
政
権
の
権
力
基
盤
は
、
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
、
政
権
の
中
橿
部
を
掌
握
し
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
軍
事
力
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
自
ら
の
副
と
侍
む
張
安
世
を
右
将
軍
(
の
ち
車
騎
賂
軍
〉
と
し
、

霊
光
の
故
更
で
あ
る
越
充
園
を
後
持
軍
に
、
女
婿
の
活
明
友
を
度
遼

将
軍
と
し
た
ほ
か
、
衛
尉
・
胡
騎
・
越
騎
・
羽
林
な
ど
の
兵
を
一
一
族
・
姻
戚
に
領
せ
し
め
、
自
ら
は
大
絡
軍
と
し
て
こ
う
し
た
兵
力
を
掌
握
し

て
い
た
。
さ
ら
に
霊
光
は
、
故
吏
杜
延
年
を
太
僕
・
右
曹
・
給
事
中
、
兄
の
孫
富
山
を
奉
車
都
尉
・
侍
中
、
姉
の
婿
張
朔
を
給
事
中
・
光
旅
大

〈
単
位
六
八
・
霊
光
俸
)
し
て
、
側
近
官
に
そ
の
一
黛
を

夫
と
し

「
昆
弟
諸
婿
外
孫
皆
な
朝
請
を
奉
じ
、
諸
曹
大
夫
・
騎
都
尉
・
給
事
中
と
震
」

迭
り
込
ん
だ
。

こ
う
し
た
構
造
を
も
っ
霊
氏
政
権
の
出
現
は
武
一
帝
期
に
蔚
芽
的
に
現
わ
れ
た
「
内
朝
」
の
性
格
を
大
き
く
饗
化
さ
せ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
機

構
上
の
統
属
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
側
近
官
僚
群
に
、
血
縁
的
紐
帯
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
親
近
者
が
多
く

「
内
朝
」
に
給
事
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
集
固
と
し
て
機
能
す
る
契
機
が
興
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
集
圏
の
中
核
に
位
置
し
た
の
が
霊
光
自
身

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
幼
少
の
昭
一
帝
に
皇
帝
親
政
を
望
み
え
な
い
と
い
う
特
殊
事
情
の
も
と
で
の
現
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
武
一
帝
期
の
蔚
芽
的

-169一

内
朝
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
性
格
を
以
後
の
内
朝
に
付
興
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
こ
の
問
題
は
衣
章
で
再
び
鰯
れ
る
こ
と
に
す
る
〉
。

も
う

一
黙
は
、
政
擢
の
中
植
部
に
お
け
る
軍
事
的
色
彩
の
濃
厚
化
で
あ
る
。
こ
れ
も
元
来
武
一
帝
一
死
後
の
政
情
不
安
定
を
乗
り
き
る
た
め
の
措

置
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
結
果
的
に
大
賂
軍
以
下
の
諸
将
軍
が
政
権
中
植
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
銭
大
析
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に

武
一
帝
期
の
賂
軍
が
政
治
介
入
を
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
比
較
す
る
と
大
き
な
蟹
化
で
あ
る
し
、
前
漢
後
牢
期
の
外
戚
政
権
が
窪
氏
政
権
の
故

事
を
踏
襲
し
て
い
く
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
質
化
は
き
わ
め
て
意
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
章
の
は
じ
め
に
引
用
し
た
孟
康
の
注
で
は
、
内
朝
官
と
し
て
将
軍
と
加
官
を
酎
挙
げ
て
い
た
。
加
官
群
は
武
一
帝
期
か
ら
機
能
し

809 
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始
め
て
い
る
が
、
終
軍
が
中
橿
部
で
政
治
に
閥
興
し
始
め
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
窪
氏
政
権
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
内

朝
と
稽
す
る
場
合
は
、
賂
軍
と
加
官
群
と
を
含
め
た
集
圏
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
の
は
、

朝
臣
」
(
谷
八
六
・
師
丹
停
)

「
将
軍
中
朝
者
」

『
漢
書
』
中
に
は
「
将
軍
中

(
巻
八
六
・
王
嘉
停
〉
の
ご
と
く
、
賂
箪
と
「
中
朝
」
を
区
別
し
て
記
述
し
た
例
が
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

る
で
は
か
か
る
内
朝
に
は
ど
の
よ
う
な
人
聞
が
充
賞
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
内
朝
の
構
成
の
問
題
を
中
心
に
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
す

内

朝

と

外

戚

前
章
で
、
武
一
帝
期
の
側
近
官
が
韓
論
の
場
で
武
一帝
の
一
意
志
に
沿
わ
な
い
も
の
を
論
破
す
る
機
能
を
有
し
た
と
い
う
富
田
氏
の
理
解
を
紹
介
し

た
が
、
こ
う
し
た
側
近
官
は
嘗
然
論
議
に
秀
で
た
俊
才
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
う
る
。
武
一
帝
が
か
か
る
側
近
官
を
有
し
た
こ
と
は

後
に
故
事
と
し
て
踏
襲
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
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是
の
時
、
宣
一
帝
、
武
一
帝
一
の
故
事
に
循
い
、
名
儒
俊
材
を
招
選
し
て
左
右
に
置
く
。

(
各
一
一
一
ム
ハ
・
楚
元
王
停
附
劉
向
俸
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
の
だ
が
、
こ
の
俊
才
の
中
か
ら
、
宜
一
帝
以
降
丞
相
・
御
史
大
夫
に
就
位
す
る
も
の
が
現
わ
れ
て
く
る
。
霊
光
死
後
、

内
朝
官
を
経
由
し
た
丞
相
就
位
者
を
列
拳
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
(
い
ず
れ
も
本
俸
に
よ
る
)
。

)
 

唱
E
A(
 

)
 

q
L
 

(
 

)
 

《

d(
 

)
 

duτ (
 

)
 

民
d(
 

現章
相賢

博
土
・
給
事
中

御
史
大
夫
・
給
事
中

光
雄
大
夫
・
給
事
中

丙
吉

匡
衡

博
士
・
給
事
中

諸
曹
・
侍
中
・
中
郎
防
肘

王
商

(
巻
七
一
二
〉

(
各
七
四
〉

(
巻
七
四
)

(
巻
八
一
)

(
各
八
二
〉



(7) (6) 

張
局

諸
吏
・
光
旅
大
夫
・
給
事
中

(
巻
八
一
〉

孔
光

諸
吏
・
光
旅
大
夫
・
給
事
中

太
中
大
夫
・
給
事
中

〈
巻
八
一
)

(8) 

卒
嘗

(
巻
七
一
)

こ
れ
ら
の
人
物
は
、
そ
の
才
能
・
人
格
を
認
め
ら
れ
て
内
朝
官
に
登
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ωの
鶏
相
は
、
霊
光
浪
後
に
親
政
の
回
復
を

は
か
る
宣
一
帝
一
に
と
っ
て
是
非
と
も
側
近
に
置
き
た
い
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

ωの
王
一
商
は
、
出
身
は
外
戚
で
あ
る
け
れ
ど
も
「
行
な
い
は
以

て
筆
臣
を
属
ま
す
ベ
く
、
義
は
以
て
風
俗
を
厚
く
す
る
に
足
る
」
と
い
う
人
格
の
ゆ
え
に
抜
擢
さ
れ
て
内
朝
官
と
な
っ
た
。
ま
た
の
の
孔
光
は

「
周
密
謹
慣
に
し
て
未
だ
嘗
て
過
ち
有
ら
ざ
る
」
た
め
に
諸
吏
を
加
官
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
に
奉
げ
た
例
の
ほ
と
ん
ど
が
給
事
中
を
加
官

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
給
事
中
は
「
顧
問
麿
封
」
の
官
で
あ
り
、
彼
ら
が
何
を
期
待
さ
れ
て
内
朝
に

登
用
さ
れ
た
か
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

← 171ー

こ
う
し
た
内
朝
官
の
類
型
を
い
ま
俊
才
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
か
か
る
類
型
は
、
武
一
帝
の
側
近
官
僚
群
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
俊
才
型
の
内
朝
官
は
繭
芽
的
段
階
の
内
朝
の
性
格
を
繕
承
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
丞
相
就
位
者
が
で
る
と

い
う
こ
と
は
、
俊
才
型
で
構
成
さ
れ
る
内
朝
が
一
種
の
「
貯
才
の
地
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
俊
才
型
を
除
い
た
内
朝
官
に
は
ど
の
よ
う
な
性
格
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
範
鴎
に
含
ま
れ
る
の
は
、
外
戚
・
寵
臣
・
功
臣

の
子
弟
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
俊
才
型
の
内
朝
官
と
は
違
っ
て
、
個
人
の
才
能
・
人
格
の
ゆ
え
に
登
用
さ
れ
近
侍
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

登
用
は
、
血
縁
関
係
や
寵
愛
と
い
っ
た
皇
帝
と
の
親
近
性
に
専
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
か
か
る
外
戚
等
で
構
成
さ
れ
る
内
朝
官
群

を
願
貴
集
圏
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
以
下
そ
の
性
格
と
政
治
史
上
に
お
け
る
意
義
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

こ
の
願
貴
集
園
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
者
は
、
終
軍
鵠
に
大
司
馬
を
冠
し
た
職
を
帯
び
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
宣
一
帝
一
の
親
政
開
始
以
降
に
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「
大
司
馬
+
賂
軍
説
」
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
を
列
島
宇
し
て
お
く
(
百
官
表
に
嬢
る
)
。
な
お
、
大
司
馬
に
持
軍
践
が
伴
わ
な
い
例
も
あ
る
が
、

(

幻

)

こ
れ
は
大
司
馬
が
三
公
の
官
と
し
て
濁
立
し
賂
軍
鋭
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
事
態
で
あ
り
、
行
論
の
都
合
上
一
括
し
て
掲
げ
る
こ



宣
一
帝

と
と
す
る
。
※
を
附
し
た
も
の
は
外
戚
で
あ
る
。

大
司
馬
衛
将
軍

812 

元
一
帝

成
脅

京
脅

卒
一
帝

※ 
(3) (2) (1) 

大
司
馬
車
騎
賂
軍

大
司
馬
車
騎
将
軍

※ 
但)

大
司
馬
車
騎
将
軍

大
司
馬
車
騎
将
軍

※ 
(5) 

※ 
(6) 

大
司
馬
車
騎
将
軍

※ 
(7) 

大
司
馬
大
将
軍

大
司
馬
車
騎
将
軍

※ 
(8) 

※ 
(9) 

大
司
馬
衛
将
軍

※ 
帥

大
司
馬
票
騎
賂
軍

※ 
(n) 

大
司
馬

~~ 

大
司
馬

※※  
(14) (1~ 

大
司
馬

大
司
馬
衛
将
軍

※ 
例 (16) M 

大
司
馬
衛
賂
軍

大
司
馬
車
騎
持
軍

大
司
馬
衛
将
軍

※ 
M 

大
司
馬

張
安
世

韓
培

許
延
蕎

史
高

王
接

許
嘉

王
鳳

王一音
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王
一
商
〈
後
、
大
司
馬
大
賂
軍
と
な
る
)

王
根
(
後
、
将
軍
放
を
去
り
大
司
馬
と
な
る
)

王
奔

師
丹

停
喜

丁
明
(後
、
大
司
馬
票
騎
将
軍
と
な
る
)

停
長

意
賞

董
賢
(
後
、
将
軍
挽
を
去
り
大
司
馬
と
な
る
〉

王
奔



一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
大
司
馬
+
持
軍
挽
」
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
外
戚
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
大
司
馬
+
絡
軍
挽
」
は
史
書
に
輔
政
者
の
つ
く
べ
き
地
位
と
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宣
一
帝
期
の

ω

で
は
「
宣
尋
常
以
延
欝
潟
大
司
馬
車
騎
将
軍
輔
政
」
、
元
一帝一期の

ωで
は
「
賂
軍
以
親
戚
輔
政
」、

成
脅
期
の
仰
で
は

「
時
一
帝
島
大
将
軍
王
鳳
以
外

戚
輔
政
」
、
京
帝
期
の
帥
で
は
「
明
潟
大
司
馬
票
騎
将
軍
輔
政
」
と
あ
る
ご
と
く
、

あ
る
こ
と
が
輔
政
者
た
る
要
件
で
あ
る
こ
と
が
次
の
記
事
か
ら
窺
え
る
。

ど
の
時
代
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

逆
に
こ
の
地
位
に

(
大
司
馬
衛
持
軍
王
〉
一
商
嘉
ず
。
:
:
:
紅
陽
侯
(
王
)
立
、
・
次
い
で
嘗
に
政
を
輔
く
べ
き
に
、
罪
過
有
り
。
:
:
:
上
乃
ち
立
を
慶
し
て
光

緑
動
・
曲
陽
侯
(
王
)
根
を
用
て
大
司
馬
票
騎
将
軍
と
震
す
e

(巻
九
八
・
元
后
俸
〉

玉
商
の
あ
と
を
承
け
て
輔
政
に
あ
た
る
べ
し
と
考
え
ら
れ
た
王
立
の
就
く
べ
き
地
位
は
「
大
司
馬
+
将
軍
競
」
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
は
立

に
代
わ
っ
た
根
が
大
司
馬
票
騎
賂
軍
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
輔
政
の
任
に
就
い
た
者
は
そ
れ
以
前
に
内
朝
官
と
し
て
側
近
に
奉
侍
し
た
経
歴
を
持
つ
も
の
が
少
な
く
な
い
。
先
に
列
奉
し
た

ω
Jゆ
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の
内
、
外
戚
の
場
合
を
取
り
出
し
て
示
し
て
お
く
。
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M M (8) (7) (6) (5)μ) (3) 

許
延
害
時

史
高

王
接

許
嘉

王
鳳

王
日

王
奔

停
喜

侍
中
・
光
旅
大
夫

〈
巻
八
・
宣
脅
紀

元
康
元
年
三
月
)

侍
中

(各

一
八

・
外
戚
恩
調
停
侯
表
)

侍
中
・
衛
尉

(
百
官
表

永
光
元
年
)

中
常
侍

(
径
九
・
元
脅
紀

初
元
一
万
年
三
月
)

侍
中
・
衛
尉

(巻一

0
・
成
帯
紀

覚
寧
元
年
六
月
)

侍
中
・
中
郎
賂

騎
都
尉

・
光
旅
大
夫

・
侍
中

(
百
官
表

河
卒
三
年
)

(
巻
九
九
上
・
王
奔
俸
上
)

侍
中
・
衛
尉

(
巻
七
五
・
李
尋
俸
)
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彼
ら
が
す
べ
て
侍
中
・
中
常
侍
を
幣
び
て
い
る
こ
と
は
、
俊
才
型
の
内
朝
官
が
多
く
給
事
中
を
加
官
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
劃
照
的
で
あ
り
、

侍
中

・
中
常
侍
を
加
官
さ
れ
る
も
の
と
給
事
中
を
加
官
さ
れ
る
も
の
と
の
匡
別
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
帥
と
の
で
あ
る
。
仙
刊
の
史
高
は
塞
氏
諒
滅
の
時
貼
か
ら
侍
中
と
し
て
宣
一
帝
に
近
侍
し
て
お
り
、
宣
一
帝
の
遺
詔
を
受

け
て
大
司
馬
車
騎
賂
軍
と
な
っ
て
輔
政
の
任
に
つ
い
た
。
仰
の
王
鳳
は
元
一帝
の
建
昭
三
年
〈
前
一
二
六
)
か
ら
侍
中

・
衛
尉
と
な
り
内
朝
に
奉
侍
し

た
の
ち
、
成
一帝
の
即
位
と
同
時
に
大
司
馬
大
将
軍
と
な
り
輔
政
に
あ
っ
た
。
先
一帝
の
崩
御

・
新
一
帝
の
即
位
に
伴
っ
て
輔
政
の
任
に
つ
い
た
こ
の

雨
者
は
、
と
も
に
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
内
朝
に
奉
侍
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
現
象
は
、
そ
れ
が
意
国
的
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し

て
、
次
期
輔
政
者
が
現
内
朝
内
に
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
が
結
果
的
に
は
新
一
帝
即
位
時
の
輔
翼
健
制
形
成
の

一
助
に

な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
京
一帝
即
位
時
に
は
や
や
特
殊
な
事
情
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
京
一帝
は
、
成
一
一
帝
に
後
嗣
が
な
か
っ
た
た
め
定
向
王
か
ら
入
っ
て
皇
太
子
に
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立
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
成
一
帝
の
皇
后
の
生
子
で
は
な
い
。
成
一
帝
の
皇
后
越
氏
の
弟
趨
欽
は
侍
中

・
光
旅
大
夫
と
し
て
す
で
に
内
朝
に
奉
侍
し

て
お
り
、
元
一
帝

・
成
一
帝
一
即
位
の
例
に
従
え
ば
彼
が
輔
政
の
任
に
就
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
質
際
に
輔
政
に
あ
た
っ
た
の
は
京
一
帝
の
租

母

一
族
伴
氏
と
生
母
の

一
族
丁
氏
で
あ
り
(
帥
・
帥

・
帥)、

越
欽
は
や
が
て
罪
を
得
て
官
を
菟
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
哀
帝
即

位
時
の
事
情
は
、
輔
政
の
任
に
就
く
者
に
皇
帝
一
と
の
強
い
血
縁
関
係
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
王
葬
も
一
時
下
野

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

皇
帝
と
の
親
近
性
の
強
弱
の
問
題
に
つ
い
て
今

一
つ
附
け
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
皇
太
后
の
存
在
で
あ
る
。
川
仰
の
史
高
の
大
司

馬
車
騎
賂
軍
就
位
は
宣
脅
の
遺
詔
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
輔
政
は
正
嘗
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
今
は
措
く
。

し
か
し
、
仰
の
王
鳳
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に
大
司
馬
車
騎
賂
軍
と
な
っ
て
い
た

ωの
許
嘉
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
許
嘉
は
成
一
帝
の

最
初
の
皇
后
許
氏
の
父
で
、
同
時
に
宣
帝
の
皇
后
許
氏
つ
ま
り
元
一
帝
の
母
の

一
族
で
あ
っ
て
、

ωの
許
延
害
時
は
許
嘉
の
父
に
あ
た
る
。
王
鳳

は
、
元
脅
の
皇
后
で
あ
り
成
帝
の
母
で
あ
る
元
后
の
兄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
成
脅
一
即
位
の
時
貼
で
、
祖
母
の
一
族
許
氏
と
母
の
一
族
王
氏
と
が



と
も
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
結
果
的
に
貫
樺
は
、
先
の
一
覧
で
明
ら
か
な
よ
う
に
王
氏
が
掌
握
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
際
に
、
成

帯
と
の
血
縁
関
係
の
強
弱
に
加
え
て
母
后
で
あ
る
皇
太
后
の
存
在
が
影
響
を
興
え
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
て
よ
い
。
漢
代
を
、通
じ
て
皇
太
后
は
常

(

お

〉

に
大
き
な
擢
威
を
持
っ
て
政
治
に
闘
輿
し
う
る
可
能
性
を
有
し
、
特
に
皇
帝
即
位
嘗
初
に
そ
れ
が
額
在
化
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
願
貴
集
圏
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
輔
政
者
が
、
皇
一
帝
と
強
い
親
近
性
を
持
つ
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
願
貴
集
圏
そ
の
も
の
に
立
ち

返
っ
て
考
察
を
進
め
よ
う
。

外
戚
ら
で
形
成
さ
れ
る
内
朝
の
額
貴
集
圏
に
は
、
先
に
見
た
俊
才
型
の
内
朝
官
と
は
決
定
的
に
異
な
る
黙
が
あ
る
。
そ
れ
は
塞
氏
政
権
の
際

に
も
述
べ
た
が
、
彼
ら
が
内
朝
の
内
部
に
血
縁
的
紐
帯
を
持
ち
込
み
う
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。
王
鳳
の
一
族
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

中
・
中
郎
賂
(
制
)
、
王
葬
は
侍
中
・
光
旅
大
夫
(
帥
〉
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
王
崇
は
散
騎
・
光
雄
大
夫
(
巻
一
八
・
外
戚
恩
津
侯
表

共
侯
崇
)
、
元
后
の
同
母
弟
有
参
は
侍
中
・
水
衡
都
尉
(
巻
九
八
・
元
后
停
)
に
就
い
て
お
り
、

(
向
上
)
と
な
っ
て
内
朝
に
奉
侍
し
て
い
る
。
ま
た
京
一
帝
期
の
停
氏
に
つ
い
て
は

王
一
音
は
侍

安
成

「
王
氏
の
子
弟
、
皆
な
卿
大
夫
・
侍
中
・
諸
曹
」
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鄭
氏
(
待
太
后
の
同
母
弟
の
一
族
)
・
停
氏
の
侯
た
る
者
凡
そ
六
人
、

大
司
馬
二
人
、
九
卿
・
二
千
石
六
人
、
侍
中
・
諸
曹
十
徐
人
。

(
各
九

七
下
・

孝
元
縛
昭
儀
俸
)

と
あ
り
、
丁
氏
に
つ
い
て
も

と
あ
っ
て
、

丁
氏
の
侯
た
る
者
凡
そ
二
人
、
大
司
馬
一
人
、
将
軍
・
九
卿
・
二
千
石
六
人
、
侍
中
・
諸
曹
亦
た
十
飴
人
。

い
ず
れ
も
多
数
の
内
朝
就
官
者
を
出
し
て
い
る
。

(
巻
九
七
下
・
定
陶
丁
姫
俸
〉

こ
の
よ
う
に
内
朝
の
内
部
に
一
つ
の
血
縁
集
園
が
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
集
園
は
内
朝
就
官
者
が
相
互
に
結
び
つ
く
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
血
縁
集
圏
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
「
大
司
馬
+
将
軍
競
L

を
帯
び
て
輔
政
の
任
に
あ
る
者
に
統
率
さ
れ
、
時
に
は
皇
太
后
の
権
威
を
も

い
か
に
強
大
な
権
威
を
振
る
い
う
る
か
は
震
氏
政
権
の
例
を
想
起
す
れ
ば
よ
か

背
景
と
し
て
い
た
。
か
か
る
集
圏
が
強
固
に
圏
結
し
た
場
合
、
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ろ
う
。
ま
た
、

王
鳳
が
大
司
馬
大
将
軍
と
な
っ
た
時
黙
で
は
、
史
丹
の
子
九
人
も
侍
中
・
諸
曹
と
な
っ
て
内
朝
に
奉
侍
し
て
い
た
の
だ
が
、
史
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氏
が
王
氏
輔
政
期
の
政
治
史
上
に
な
ん
ら
足
跡
を
残
さ
な
か
っ
た
の
は
、
輔
政
の
任
が
王
氏
に
濁
占
さ
れ
こ
れ
と
血
縁
的
に
結
び
つ
い
た
王
氏

の
願
貴
集
固
に
威
匪
さ
れ
封
抗
で
き
な
か
っ
た
故
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
は
、
内
朝
に
お
い
て
俊
才
型
内
朝
官
と
願
貴
集
固
と
が
併
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
額
貴
集
固
に
つ
い
て
は
そ

の
ト
て
フ
に
立
つ
輔
政
者
を
含
め
た
血
縁
的
紐
稽
を
中
心
に
し
て
き
た
。
こ
こ
で
新
た
に
内
朝
の
官
僚
機
構
上
の
意
義
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
武
一帝
的
側
近
官
僚
群
の
性
格
を
継
承
す
る
俊
才
型
内
朝
官
は
「
顧
問
雁
封
を
掌
る
」
こ
と
で
皇
帝
支
配
を
輔
翼
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
で
は
顧
貴
集
圏
は
如
何
な
る
輔
翼
機
能
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
輔
政
の
任
と
は
結
局
何
を
輔
翼
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
は
、
畢
寛
前
漢
後
半
に
お
け
る
政
治
構
造
の
中
で
、
外
戚
が
占
め
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

前
漢
後
牢
期
の
官
僚
機
構
と
外
戚
の
輔
政

ま
ず
は
じ
め
に
、

震
氏
政
権
設
滅
後
の
政
権
中
植
部
の
推
移
を
概
観
し
て
お
く
。
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親
政
を
開
始
し
た
宣
一
帝
は
、
内
朝
官
と
し
て
自
ら
の
外
戚
を
登
用
し
た
。
史
氏
・
王
氏
・
許
氏
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
宣
一帝
一
は
自
ら

「向
書
の
事
を
省
る
」

(巻
七
四

・
丙
吉
惇
)
と
あ
る
よ
う
に
上
奏
を
直
接
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
重
要
性
を
増
す
の
が
中
書
官

官
で
あ
る
。
宣
一
帝一
期
に
は
上
奏
の
取
り
次
ぎ
を
行
な
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
中
書
宣
官
は
、
元
一
帝
が
即
位
し
官
官
石
顕
を
重
用
す
る
と
、
そ
の
櫨

勢
は
外
戚
を
も
威
座
す
る
に
い
た
り
、
粛
望
之

・
周
堪
ら
の
奮
臣
も
つ
い
に
石
額
を
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
他
の
官
僚
と
の
接
燭
を

切
断
す
る
と
い
う
制
度
的
依
陥
を
露
呈
す
る
に
至
っ
て
も
、
な
お
元
一
帝
と
の
信
任
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
中
書
官
官
の
権
力
を
奪
う
こ

と
は
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
成
一
帝
が
即
位
す
る
と
、
事
情
は
一

饗
す
る
。
石
類
が
失
脚
し
、
か
わ
っ
て
向
書
が
撞
頭
し
て
く
る
。
成
一帝
期

に
令
|
僕
射
l
列
曹
向
宣
一
一
回
の
統
属
関
係
が
確
立
さ
れ
、
同
時
に
列
曹
向
書
聞
の
職
務
分
掌
も
明
確
と
な
っ
た
尚
書
は
、
後
漢
初
期
に
は
完
全
に

国
政
の
中
植
と
し
て
機
能
し
、

一
方
丞
相
・
御
史
大
夫
ら
は
三
公
と
し
て
名
器
職
化
し
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
内
朝
が
注
目
す
べ
き
機
能
を
携
う
よ
う
に
な
る
。

(
M
)
 

「
中
朝
者
の
議
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
中
朝
者
の
議
」
、
が
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史
料
に
-
初
出
す
る
の
は
成
一
帝
一
期
の
こ
と
で
あ
る
。
丞
相
の
擦
史
が
司
隷
校
尉
を
督
察
す
る
の
は
理
に
も
と
る
と
し
て
司
隷
校
尉
が
丞
相
を
弾
劾

し
た
際
に

司
隷
校
尉
滑
動
奏
し
て
言
え
ら
く
:
:
:
願
わ
く
は
中
朝
の
特
進
列
侯
・
賂
軍
以
下
に
下
し
、
園
の
法
度
を
正
さ
れ
よ
、
と
。
議
者
以
信
用
え

ら
く
、
丞
相
の
嫁
は
宜
し
く
移
書
し
て
司
隷
を
督
趣
す
べ
か
ら
ず
、
と
。

(
巻
八
四
・
翠
方
進
俸
)

と
あ
る
よ
う
に
、
内
朝
官
が
集
議
し
て
結
論
を
下
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
案
件
が
「
中
朝
者
の
議
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
廷
尉
詔
獄
に
ま
で

設
展
す
る
例
が
あ
る
。
京
一
帝
の
時
、
丞
相
朱
博
と
御
史
大
夫
趨
玄
が
、
停
曇
の
旨
を
受
け
て
高
武
侯
停
喜
を
弾
劾
し
た
際
の
事
で
あ
る
。

A 

上
、
停
太
后
の
素
よ
り
常
に
喜
を
怨
む
を
知
り
、
博
・
玄
、
指
を
受
く
る
な
ら
ん
と
疑
い
、
即
ち
玄
を
召
し
て
尚
書
に
詣
ら
し
め
般
を

問
う
。
玄
、
辞
服
す
。

B 

左
賂
寧
彰
宣
に
詔
あ
り
て
、
中
朝
者
と
雑
問
せ
し
む
。
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C 

宣
ら
劾
奏
す
ら
く
、
:
:
:
博
、
左
道
を
執
り
、
上
の
恩
を
酷
損
し
、

す
。
臣
た
り
て
不
忠
不
道
な
り
。
玄
、
博
の
言
う
所
法
に
非
ざ
る
を
知
る
も
、
義
を
柾
げ
て
附
従
す
。
大
不
敬
な
り
。
長
、
博
と
喜
を

兎
ず
る
こ
と
を
議
す
。
雄
を
失
し
不
敬
な
り
。
謁
者
に
詔
し
て
博
・
玄
・
長
を
召
し
て
、

以
て
信
を
貴
戚
に
結
び
、

君
に
背
き
臣
に
縫
い
、

政
治
を
傾
範

臣
請
う
ら
く
は

廷
尉
詔
獄
に
詣
ら
し
め

ょ
、
と
。

D 

制
し
て
臼
く
、
将
軍
・
中
二
千
石
・
二
千
石
・
諸
大
夫
・
博
士
・
議
郎
と
議
せ
よ
、
と
。

E 

右
賂
軍
婿
望
ら
四
十
四
人
以
魚
え
ら
く

-
・
・
宜
し
く

宣
ら
の
言
の
如
く
許
す
ベ
し
、
と
。
諌
大
夫
襲
勝
ら
十
四
人
以
矯
え
ら
く
、

博
・
玄
と
同
罪
た
る
べ
し
。
罪
は
皆
な
不
道
な
り
、
と
。

F 

上
、
玄
の
罪
三
等
を
減
じ
、
長
の
戸
四
分
の
一
を
削
り
、
謁
者
に
簡
を
偲
し
廷
尉
詔
獄
に
至
ら
し
む
。
博
自
殺
し
園
除
か
る
。

(
径
八

一
・
朱
博
停
、
便
宜
上
分
節
し
て
引
用
し
た
)

停
喜
へ
の
勤
奏
に
封
し
、
疑
問
を
も
っ
た
皇
帝
は
ま
ず
A
尚
書
に
よ
っ
て
事
賓
関
係
を
確
認
し
、

B
，
次
い
で
「
中
朝
者
の
議
」
を
聞
か
せ
る
。
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こ
こ
で
の
結
論
C
は
、
罪
名
の
確
定
と
廷
尉
詔
獄
へ
の
牧
監
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
度
皇
帝
に
上
奏
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
皇
帝
は

D
賂

軍
・
公
卿
以
下
の
雑
議
を
聞
か
せ
、
そ
こ
で
慮
理
を
議
論
さ
せ
る
。
雑
議
で
の
結
論
E
は
た
と
え
見
解
の
一
致
を
見
な
く
て
も
そ
の
ま
ま
皇
帝

に
上
奏
さ
れ
、

F
最
終
的
に
皇
帝
が
量
刑
し
て
決
定
を
下
す
。
つ
ま
り
A
向
書
問
朕
↓
B
中
朝
者
の
議
↓
D
公
卿
雑
議
↓
F
裁
下
と
い
う
手
順

を
踏
む
わ
け
で
あ
る
。
同
様
の
例
が
丞
相
王
嘉
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
王
嘉
は
菟
官
さ
れ
た
廷
尉
、梁
相
を
推
塞
噂
し
た
こ
と
で
京
一
帝
の
怒
り
を

A
向
書
に
詣
っ
て
責
閲
さ
れ
た
上
で
、

B
中
朝
者
の
議
に
下
さ
れ
、
そ
こ
で
の
結
論
を
受
け
て

D
票
騎
将
軍
以
下
の
公
卿
雑
議
が
聞
か

れ、

F
最
移
的
に
皇
一
帝
の
剣
断
が
下
さ
れ
て
廷
尉
詔
獄
に
詣
ら
し
め
て
い
る
(
各
八
六
・
王
嘉
俸
)
。
ま
た
同
じ
く
京
一
帝
一
の
時
、
大
司
空
師
丹
は
、

ミ、、
カ
し

奏
事
を
漏
世
し
た
こ
と
で
中
朝
者
の
議
に
か
け
ら
れ
、
廷
尉
に
下
さ
れ
て
策
菟
さ
れ
て
い
る
(
各
八
六

・
師
丹
俸
)
。

以
上
回
例
に
共
通
す
る
の
は
、
丞
相
・
御
史
大
夫
(
大
司
空
は
御
史
大
夫
に
相
蛍
す
る
〉
の
非
遣
を
審
議
し
、
そ
の
慮
罰
・
取
扱
い
を
皇
帝
に

上
申
し
て
い
る
酷
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
上
申
は
あ
く
ま
で
も
議
論
の
た
た
き
蓋
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
ち
に
こ

れ
に
基
づ
く
決
定
が
痛
さ
れ
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し、

B
の
中
朝
者
の
議
に
参
加
し
た
者
は
、
そ
の
本
官
に
よ

っ
て

D
の
公
卿

雑
議
に
も
参
加
し
う
る
の
で
あ
り
、
中
朝
者
の
議
の
決
定
は
、
大
き
く
言
え
ば
園
家
の
意
志
決
定
に
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
と
い
う
こ
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さ
ら
に
、
中
朝
者
の
議
が
一
意
志
決
定
の
段
階
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
完
全
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
前
段
階
で

向
警
が
閥
興
し
て
い
る
こ
と
は
、
官
僚
機
構
の
中
で
内
朝
が
向
書
と
と
も
に
皇
帝
の
輔
翼
機
能
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
誼
左
と

と
が
で
き
る
。

な
り
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
内
朝
が
捨
う
よ
う
に
な
っ
た
機
能
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今

一
度
中
植
機
構
で
の
饗
遁
を
振
返
っ

て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
一
貫
し

た
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
来
前
漢
後
牢
の
皇
帝
権
力
は
、
外
戚
政
権
に
よ
っ
て
或
い
は
儒
激
的
理
念
に
よ
っ
て
相
封
化
さ
れ
て
い

(
お
)

く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
純
粋
に
官
僚
機
構
濁
自
の
論
理
で
中
橿
機
構
で
の
襲
遷
を
な
が
め
る
と
、
逆
に
皇
一
帝
濁
裁
陸
制
へ

の
絶
え
ざ
る
志
向
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
武
一
帝
の
側
近
官
創
出
、
宣
一
帝
一
の
中
書
官
官
登
用
、
成
一
帝
の
向
書
機
能
強

化
と
い
っ
た
一
連
の
施
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
混
鈍
し
た
政
治
史
を
背
景
に
一
見
錯
綜
し
た
印
象
を
奥
え
は
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
結
局
は
皇



一
帝
濁
裁
鐙
制
を
志
向
す
る
大
き
な
嬰
遭
遇
程
で
の
試
行
錯
誤
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
見
通
し
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
か
か
る
皇
帝
一
濁
裁
憧
制
へ
の
志
向
は
、
同
時
に
ま
た
官
僚
機
構
に
劃
す
る
統
御
管
理
を
究
極
的
に

皇
帝

一
身
に
負
わ
せ
る
よ
う
な
機
構
へ

の
移
行
を
必
然
的
に
随
伴
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
統
御
管
理
を
負
わ
さ
れ
た
皇
帝
の
姿
は
「
毎
E
朝
を

親
、
日
灰
き
て
乃
ち
罷
む
。
敷
し
ば
公
卿
・
郎
・
持
を
引
き
、
経
理
を
講
論
し
、
夜
分
に
乃
ち
牒
ぬ
」
(
『
後
漢
書
』
光
武
帯
紀
下
〉
と
い
う
光
武

一
帝
一
の
姿
に
如
質
に
示
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
統
御
管
理
を
皇
帝
一
が
現
買
に
個
人
と
し
て
行
な
い
う
る
か
否
か
は
結
局
皇

一一帝
の
個
人
的
力
量
如
何

に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
力
量
が
及
ば
な
い
事
態
が
招
来
し
た
場
合
は
、
そ
れ
を
輔
翼
す
る
も
の
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が

輔
政
の
任
に
あ
る
も
の
の
輔
翼
機
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
皇
帝
擢
力
の
延
長
と
し
て
官
僚
機
構
を
統
御
し
て
い
く
上
で
、
血
縁
的
紐
帯
で
結
ば

れ
た
願
貴
集
園
を
従
え
、
皇
一
帝
一
と
の
強
い
親
近
性
を
持
つ
こ
と
は
そ
の
輔
翼
の
必
須
篠
件
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
外
戚
が
輔
政
者
と
し
て
常
に

求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
前
漢
後
半
期
に
立
ち
現
わ
れ
る
外
戚
政
権
は
、
漢
代
の
官
僚
機
構
が
成
熟
す

る
過
程
で
必
然
的
に
生
じ
た

一
種
の
副
産
物
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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む
す
び
に
か
え
て

最
後
に
、
外
戚
と
兵
権
の
閥
係
に
つ
い
て
若
干
附
言
し
て
む
す
び
と
し
た
い
。

(
叩
山
〉

前
漢
を
逼
し
て
外
戚
の
存
在
形
態
を
み
て
い
く
と
、
一
貫
し
て
外
戚
が
将
軍
読
を
帯
び
て
兵
擢
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら

へ
の
兵
権
委
任
に
は
そ
の
時
代
の
政
治
朕
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
一
意
味
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
皇
帝
擢
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
兵
樺

を
親
近
者
に
委
ね
る
こ
と
は
十
分
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
親
近
者
と
い
っ
て
も
、
漢
初
以
来
の
政
治
史
を
な
が
め
れ
ば
分
か
る

(

幻

)

よ
ろ
に
、
父
系
の
親
近
者
す
な
わ
ち
諸
侯
王
以
下
は
、

i

武
帝
時
代
ま
で
皇
一帝
の
重
大
な
脅
威
で
あ
り
つ
づ
け
た
か
ら
、
兵
権
を
委
ね
る
親
近
者

819 

と
は
も
っ
ぱ
ら
母
系
す
な
わ
ち
外
戚
を
さ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
震
氏
政
権
以
降
、
将
軍
は
外
征
な
ど
軍
事
行
動
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
常
置
さ

れ
る
に
い
た
り
、
こ
の
常
置
将
軍
の
一
人
が
大
司
馬
を
冠
さ
れ
て
輔
政
の
任
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
輔
政
の
任
と
兵
権
が
結
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び
っ
く
こ
と
は
、
輔
政
者
に
、
皇
帝
と
の
親
近
性
と
は
ま
た
別
の
貫
鐙
的
裏
付
け
を
興
え
る
こ
と
に
な
り
、
輔
政
の
遂
行
を
容
易
な
ら
し
め
た

で
あ
ろ
う
。

窪
光
が
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
輔
翼
機
能
を
果
し
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
輔
政
の
任
に
あ
る
も
の
に
将
軍

挽
が
付
輿
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
輔
翼
機
能
の
強
化
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
丘
(
権
を
委
ね
る
針
象
と
し
て
外
戚
が
最
も
適
合
的
で
あ

る
以
上
、
外
戚
が
輔
政
の
任
に
就
く
こ
と
は
二
重
の
一
意
味
で
適
合
的
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
輔
政
の
任
は
、
後
漢
に
は
い
る
と
一
時
消
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
向
蓄
が
園
政
捲
嘗
機
開
化
す
る
こ
と
で
皇
帝一
濁
裁
瞳

制
が
一
躍
の
完
成
を
示
す
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
山
同
書
を
中
心
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
な
官
僚
機
構
が
出
現
し
て
く
る
と
嘗
然
補
完
の

必
要
性
が
減
少
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
後
漢
の
初
期
に
外
戚
の
専
権
が
見
ら
れ
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
後
漢
中
期
以
降
に
再
び
外
戚
政

権
が
連
綴
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
が
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
前
漢
後
牢
期
の
外
戚
と
同
質
な
も
の
な
の
か
否
か
、
ま
た
前
漢
の
よ
う

に
輔
翼
機
能
を
果
し
た
な
ら
ば
、

そ
れ
は
如
何
な
る
性
格
の
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
嘗
一該
時
期
の
官
僚
機
構
の
分
析
を
侯
っ
て
改
め

て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

註(

1

)

東
氏
の
論
考
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

東
a
「
後
漢
初
期
に
お
け
る
皇
一帝
支
配
と
外
戚
・
諸
王
」
(
『
名
古
屋
大

皐
東
洋
史
研
究
報
告
』

3
、
一
九
七
五
年
〉
。

東
b

「班
固
と
資
氏
|
後
漢
外
戚
政
治
成
立
の
一
断
面
|
」
(
『
名
古
屋

大
準
東
洋
史
研
究
報
告
』

6
、
一
九
八

O
年)。

東
C

「後
漢
中
期
政
治
史
試
論
都
民
導
権
を
中
心
に
」
(
『
愛
媛
大

皐
教
育
皐
部
紀
要
第
日
部
人
文
・
祉
禽
科
皐
』
第
十
七
巻
、
一

九
八
五
年
)
。

東
d

「
漢
代
の
賛
成
に
闘
す
る
究
書
」
(『
莞
媛
大
風
半
数
育
問
学
部
紀
要

第
E
部

人

文

・
祉
曾
科
皐
』
第
十
四
各
、
一
九
八
二
年
)
。
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(
2
〉
た
と
え
ば
、
文
需
の
外
戚
薄
昭
、

景
帝
の
外
戚
欝
嬰
、
武
帝
期
の
回

扮
・術
車内

・
渥
去
病
な
ど
は
、

将
軍
挽
を
帯
び
て
政
治
史
上
に
重
要
な

役
割
を
果
す
が
、
そ
の
活
動
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
も
の
に
局
限
さ

れ
て
い
る
。

(
3
〉
労
聡
「
論
漢
代
的
内
朝
輿
外
朝
」
(
『園
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
集
刊
』
第
一

一-一
本
、
一
九
四
八
年
。
同
氏
著
『
労
款
問
学
術
論
文

集
』
甲
縞
上
加
所
枚
、
五
四
七
頁
、
一

九
七
六
年
、
義
文
印
書
館
)
。

(

4

)

増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
園
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」
(
『
一
橋
論

叢
』
第
二
八
巻
第
四
鋭
、

一
九
五
二
年
。
同
氏
著
『
中
園
古
代
の
社
舎

と
園
家
』
所
牧
、
二
三
二
頁
、
一
九
六

O
年
、
弘
文
堂
)
。
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(

5

)

西
嶋
定
生
「
武
-
帝
の
死
」
(
『
古
代
史
講
座
』
第
一
一
巻
所
枚
、
一
五

八
頁
、
一
九
六
五
年
。
同
氏
若
『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』

所
段
、

一
九
三
頁
、
一
九
八
三
年
、
東
京
大
泉
出
版
舎
)
。

(

6

)

(

註
1
)
東
d
。

(

7

)

冨
田
健
之

「前
一
段
武
帝
一
期
以
降
に
お
け
る
政
治
構
造
の
一
考
察
|
い

わ
ゆ
る
内
朝
の
理
解
を
め
ぐ

っ
て
|
」
(
『九
州
大
謬
東
洋
史
論
集』

9
、
一
九
八
一
年
)
、
お
よ
び
「
内
朝
と
外
朝
|
漢
朝
政
治
構
造
の
基

礎
的
考
察
L

(

『新
潟
大
皐
数
育
皐
部
紀
要
』
第
二
七
巻
第
二
挽
人
文
・

祉
禽
科
皐
編
、
一
九
八
六
年
)
。

(

8

)

『
漢
書
刊
誤
』
(
『
漢
書
補
注
』
所
引
)
。

(

9

)

『
三
史
拾
遺
』
(
『
漢
書
補
注
』
所
引
)
。

〈
叩
)

各
八
六

・
師
丹
俸
「
数
月
、
復
以
光
蔽
大
夫
給
事
中
、
由
是
震
少

府
・
光
線
勅
・
侍
中
、
甚
見
念
重。
」
ま
た
谷
八
五

・
谷
永
俸
「
明
年
、

徴
永
震
太
中
大
夫
、
遜
光
蔽
大
夫
・
給
事
中
。」

(
日
)
百
官
表

・
太
尉
の
篠
「
元
狩
四
年
初
置
大
司
馬
、
以
冠
賂
軍
之
続
。

宣
一帝
地
節
三
年
置
大
司
馬
、
不
冠
将
軍
、
亦
無
印
綬
官
属
。
成
一
帝
緩
和

元
年
初
賜
大
司
馬
金
印
紫
綬
、
置
官
属
、
稼
比
丞
相
、
去
賂
軍
。
友
一一帝

建
卒
二
年
復
去
大
司
馬
印
綬

・
官
属
、
冠
将
軍
如
故
。
元
議
二
年
復
賜

大
司
馬
印
綬
、
置
官
属
、
去
将
軍
、
位
在
司
徒
上
。
有
長
史
、
秩
千

石。」な
お
、
大
庭
備
氏
は
武
-
帝
が
大
司
馬
を
置
い
た
の
は
「
術
育
が
戦
功

が
振
る
わ
ぬ
の
に
塞
去
病
が
大
功
を
立
て
た
た
め
、
雨
絡
軍
を
等
し
な

み
に
扱
う
た
め
に
創
り
出
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
前
漢
の
将
軍
」
(
『東
洋
史
研
究
』
第
二

六
各
第
四
鋭
、

一
九
六
八
年
。
同
氏
若

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所

枚
、
四

O
O頁
、
一
九
八
二
年
、
創
文
祉
〉
参
照
。

(
ロ
)
『
太
卒
御
覧
』
倉
一
一
一

九
職
官
部

一
七
・

侍
中
の
僚
に
引
く
『
漢
官

儀』。

(
日
)
百
官
表
「
侍
中
・
左
右
首
:
:
:
皆
加
官
」
の
僚
の
注
に
「
態
効
目
、

入
侍
天
子
、
故
日
侍
中
。
」
と
み
え
、
『
太
卒
御
覧
』
径
一

一
一
九
職
官
部

一
七
・
侍
中
の
候
所
引

『
漢
奮
儀
』
に
「
侍
中
、
左
右
近
臣
」
と
み
え

る。

(
M
〉
『
初
摩
記
』
巻
二
一

・
給
事
中
「
漢
儀
注
、
給
事
中
、
日
上
朝
謁
、

卒
向
書
奏
事
、
以
有
事
殿
内
故
日
給
事
中
」
。

『
通
典
』
倉
一
一
一
職
官
三

侍
中
の
傑
「
諸
給
事
中
、
日
上
朝
謁
、
卒
向
書
奏
事
、
分
篤
左
右
曹
、

以
有
事
殿
内
故
日
給
事
中
」。
『
大
卒
御
覧
』
俳
句
一
一
一
一

一
職
官
部

一
九
・

給
事
中
「
漢
儀
注
目
、
諸
給
事
中
、
日
上
朝
謁
、
卒
向
堂
回
奏
事
、
分
潟

左
右
、
以
有
事
殿
内
故
自
給
事
中
、
多
名
儒
図
親
鴛
之
、
掌
左
右
顧

問
」。

(
日
)
孫
星
術
校
緯
『
漢
官
六
種
』
に
よ
る
。

(日
山〉
同
右
。

(
口
)
註
(
9
〉。

(
時
)
註
〈

7
1

(ω
〉
富
田
氏
の
内
朝
理
解
は
、
富
氏
政
権
を
念
頭
に
お
い
て
外
朝
に
釣
す

る
内
朝
の
優
位
を
誘
く
遁
設
を
批
判
刊
す
る
も
の
で
、
そ
の
結
果
寝
氏
政

権
を
特
殊
化
し
て
し
ま
っ
た
欄
酬
が
あ
る
。

(

初

)

註
(

5

)

。

(
れ
)

こ
れ
に
加
え
て
「
領
向
書
事
」
と
し
て
園
政
の
縮
機
を
握
っ
た
こ
と

も
暴
げ
ら
れ
る
が
、

「領
向
害
事
」
に
つ
い
て
は

J

特
に
寝
氏
政
権
訣

滅
以
後
の
機
能
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
縮
れ
な
い
こ
と
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に
す
る
。

(
幻
)
註
(

U

)

。

(お
)

皇
太
后
の
政
治
関
輿
の
最
た
る
も
の
が
「
臨
朝
稽
制
」
で
あ
る
が
、

「
臨
朝
稽
制
」
以
外
に
も
皇
太
后
の
政
治
関
輿
は
可
能
で
あ
っ
た
。

産

光
に
よ
る
昌
邑
王
賀
の
時
四位
は
、
皇
太
后
上
官
氏
の
詔
に
よ
っ
て
正
賞

化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
武
帯
即
位
嘗
初
に
は
文
一一帝
の
皇
后
資
氏
が
存
命

し
て
、
園
政
運
営
が
貧
太
后
に
大
き
く
制
約
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

各

五
二
・
田
紛
俸

「
(
資
〉
太
后
好
爽
老
言
、
而
(
質
〉
嬰

・
(田
〉
紛

・
趨

鰭
等
務
隆
推
儒
術
、
同
氏
道
家
言
、
是
以
資
太
后
滋
不
説
。
二
年
、
御
史

大
夫
越
結
詩
母
奏
事
東
宮
。
蝿
貫
太
后
大
怒
日
、
此
欲
復
魚
新
垣
卒
邪。

乃
罷
逐
趨
結

・
王
減
、
而
菟
丞
嬰

・
太
尉
崎
、
以
柏
至
侯
許
昌
震
丞

相
、
武
彊
侯
妊
青
程
篤
御
史
大
夫
。
嬰
・
扮
以
侯
家
居
。
」

(μ
〉
「
中
朝
者
の
議
」
も
含
め
た
集
議
に
つ
い
て
は
、
永
田
英
正

「
漢
代

の
集
議
に
つ
い

て
」
(『東
方
皐
報
』
京
都
第
四
三
問
、

一
九
七
二
年
)

参
照
。

(
お
)
東
氏
も

「
紹
封
化
さ
れ
た
皇
帝
権
の
相
街
化
が
進
行
す
る
昭
帯
期
以

降
」
と
し
て
、
こ

の
相
針
化
を
認
め
た
上
で
、
「
且只
成
政
」
の
位
置
付

け
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
註
(

1

)

東
d
。

(
m
m
)

註
(
孔
)
大
庭
論
文
参
照
。

(
幻
)
鎌
田
重
雄

「漢
朝
の
王
園
抑
損
策
」
〈
「
日
本
大
皐
世
田
谷
教
養
部
紀

要
』
第
六
説
、

一
九
五
七
年。

同
氏
蕃
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究』

所

枚
、
一
八
八
頁
、
一
九
六
二
年
、
日
本
間
学
術
振
興
曾
)
参
照
。
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King Kasil 嘉悉王of Taegaya was the person behind the formation

of this league･ He established diplomatic relations with the Southern Qi

dynasty, and created the kayago, modelling it on the zheng 筝of the

Southern Qi. He then summoned ＵＩ£ik,who was from one of the League's

member states,and commanded him to compose some music. Folk songs

etc. of all the member states were collectedand based on these, the twelve

pieces of music were written. Since the names of the states were used

in the titltsof the music, we are able to determine the names　of the

League's member btates.At the same time, since this　music　was one of

the means used to createａ unified league, we have come to understand

that it also had ａ，･ervstrong politicalsignificance.

THE RELATIVES OF IMPERIAL CONSORTS AND

　

THE BUREAUCRACY IN THE SECOND HALF

　　　　　　　　

OF THE FORMER HAN

FUJITA Takao

　　　

In order to comprehend the political power of the relatives of imperial

consorts外戚which emerges in the second half of the Former Han, it

is indispensable to examine the character and function of inner court 内

朝which is distinctive of the bureaucracy in the Former Han period.

　　　

The officials of this inner coterie maintain their original character as

the attendants close to the emperor, which was　bestowed upon them in

Wu-ti武帝era. The inner court is characterized by undifferentiated official

duties

　

and absence of hierarcl!ical order. The members of inner court

consist of two types of officials: one type is those who have ａ promising

talent and the other is those who have close relationship to the emperor,

namely the nobility. The noble group is supervised by one of the relatives

of imperial consorts who has both titles of Commander-in-chief 大司馬and

General将軍. He brings the ties of blood into the inner court which

served the emperor individually in its origin.

　　　

As the bureaucracy develops for the dictatorship of the emperor, the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－



inner court begins to support emperor's control over the administrative

machinery, and an assistance of Commander-in-chief is needed in the

course of maturity of the Han administration. The politicalpower of the

relativesof imperial consorts is essential for the bureaucracy in the Han

period.

－６


